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新潟県条例第26号 

新潟県障害者交流センター条例の一部を改正する条例 

新潟県障害者交流センター条例（平成９年新潟県条例第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第２（第７条、第９条関係） 

施

設 

使用

方法 

区  分 使用料 

体

育

館 

個人

使用 

小学校

又は義

務教育

学校の

前期課

程の児

童及び

中 学

校、義

務教育

学校の

後期課

程又は

中等教

育学校

の前期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 220円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,100円 

高等学

校又は

中等教

育学校

の後期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 320円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,600円 

その他

の 者

（学齢

に達し

ない者

を 除

く｡） 

通常

使用 

（略） 470円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 2,350円 

専用

使用 

午前 3,400円 

午後 8,100円 

夜間 7,900円 

温

水

プ

ー

ル 

個人

使用 

小学校

又は義

務教育

学校の

前期課

程の児

通常

使用 

（略） 370円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,850円 

別表第２（第７条、第９条関係） 

施

設 

使用

方法 

区  分 使用料 

体

育

館 

個人

使用 

小学校

又は義

務教育

学校の

前期課

程の児

童及び

中 学

校、義

務教育

学校の

後期課

程又は

中等教

育学校

の前期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 210円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,050円 

高等学

校又は

中等教

育学校

の後期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 310円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,550円 

その他

の 者

（学齢

に達し

ない者

を 除

く｡） 

通常

使用 

（略） 460円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 2,300円 

専用

使用 

午前 3,300円 

午後 8,000円 

夜間 7,800円 

温

水

プ

ー

ル 

個人

使用 

小学校

又は義

務教育

学校の

前期課

程の児

通常

使用 

（略） 360円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,800円 
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童及び

中 学

校、義

務教育

学校の

後期課

程又は

中等教

育学校

の前期

課程の

生徒 

高等学

校又は

中等教

育学校

の後期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 420円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 2,100円 

その他

の 者

（学齢

に達し

ない者

を 除

く｡） 

通常

使用 

（略） 630円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 3,150円 

専用

使用 

午前 8,700円 

午後 19,900円 

夜間 24,000円 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

ル

ー

ム 

個人

使用 

中 学

校、義

務教育

学校の

後期課

程又は

中等教

育学校

の前期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 220円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,100円 

高等学

校又は

中等教

育学校

の後期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 320円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,600円 

その他

の 者 

通常

使用 

（略） 470円 

（小学 回数 （略） 2,350円 

童及び

中 学

校、義

務教育

学校の

後期課

程又は

中等教

育学校

の前期

課程の

生徒 

高等学

校又は

中等教

育学校

の後期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 410円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 2,050円 

その他

の 者

（学齢

に達し

ない者

を 除

く｡） 

通常

使用 

（略） 620円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 3,100円 

専用

使用 

午前 8,500円 

午後 19,500円 

夜間 23,600円 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

ル

ー

ム 

個人

使用 

中 学

校、義

務教育

学校の

後期課

程又は

中等教

育学校

の前期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 210円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,050円 

高等学

校又は

中等教

育学校

の後期

課程の

生徒 

通常

使用 

（略） 310円 

回数

券に

よる

使用 

（略） 1,550円 

その他

の 者 

通常

使用 

（略） 460円 

（小学 回数 （略） 2,300円 
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校又は

義務教

育学校

の前期

課程の

児童及

び学齢

に達し

ない者

を 除

く｡) 

券に

よる

使用 

（略） 

研

修

室 

（略） 320円 

会

議

室 

（略） 320円 

集

会

室 

（略） 320円 

音

楽

室 

（略） 220円 

宿

泊

室 

（略） 1,100円 

 備考 （略） 

校又は

義務教

育学校

の前期

課程の

児童及

び学齢

に達し

ない者

を 除

く｡) 

券に

よる

使用 

（略） 

研

修

室 

（略） 310円 

会

議

室 

（略） 310円 

集

会

室 

（略） 310円 

音

楽

室 

（略） 210円 

宿

泊

室 

（略） 1,080円 

 備考 （略） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使

用の承認を受けている者については、なお従前の例による。 

 


